
研修期間

対象者

管理者・新任管理者・製造部門
のリーダー・担当者 等

2025 年11 5 水 〜7 金

全3日間（21時間）

月 日 時 間 科 目 内 容

1 日目 9:30 〜
17:30

生産性向上のための
現場改善の基本的手法

生産性向上のために必要な仕組みづくりや改善
手法について改善事例を交えながら実践的に
学びます。

・生産性向上のための仕組みづくり
・現場改善の基本となる５Sの効果的な進め方
・現場改善の合理化の基本となるIEの考え方・
			進め方

2 日目 9:30 〜
17:30

生産現場を活性化させる
コミュニケーションと
チームづくり

自社で改善活動を実行するために必要なコミュ
ニケーション手法や改善活動を定着化させる
ための体制構築の方法について、演習で体験
しながら学びます。

・生産現場のコミュニケーション手法
・部下への指導と育成
・心理的安全性の高いチームづくり
・自社の改善活動を定着させるための体制
		 	構築のポイント3 日目 9:00 〜

17:00

※カリキュラムは都合により変更する場合がありますので予めご了承ください。

会場

•	 製造部門の管理者・リーダーの方
•	 生産現場の改善手法を具体的に学びたい方
•	 自社の改善活動を見直したい方

25 名定　員

32,000 円（税込）受講料

※宿泊費は含まれません。
※お申し込みが多数の場合、定員を変更させていただく場合がございます。

宮城県仙台市青葉区落合4-2-5
中小企業大学校 仙台校

研修のポイント研修のねらい

５S や IE 等、現場改善の基礎知識について
学びます

生産現場で活用できるコミュニケーション
手法を学びます

改善活動を定着化させるための体制を検討
します

　原材料の調達難・電気代をはじめとする固定費の高騰、
人材不足など製造業を取り巻く環境は依然として厳しい状
況が続く中で、自社における生産性向上は大きな課題となっ
ております。
　本研修においては、生産現場における生産性向上手法や
改善活動を行うためのコミュニケーション手法を学び、自社
での改善活動を定着化させるための体制構築の方法につい
て学びます。

生産現場を活性化させるコミュニケーション

生産現場改善のためのチームづくり 生産管理

中 小 企 業 大 学 校25-31コースNo.

仙台校

講師紹介（敬称略）

木下 綾子（きのした あやこ）
株式会社ステラコンサルティング　代表取締役　中小企業診断士

大学、大学院で電気電子情報工学を学び、修了後は日立マクセル株式会社およびセイコーインスツルメンツ株式会社でソフトウェア開
発を担当。2012年に中小企業診断士試験に合格、2013年に登録。2014年、個人事業として独立。2015年、株式会社ステラコンサルティ
ングを設立、株式会社ライブリッツ・アンド・カンパニー取締役に就任。現在はコンサルティング、講師、執筆など幅広く活動しつつ、
ネイルサロン「Lumiena Ginza（ルミエナ銀座）」を経営。
中小企業診断士、技術経営修士（専門職）、工学修士。

《国の助成制度》
※詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。 
※お問い合わせは、事業所所在地を管轄する労働局へお願いします。 

◇人材開発支援助成金（人材育成支援コース） 
事業主が、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力 開発を効果的に促進するため、
雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実
施した場合に、訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する制度です。 
 

〈助成率・助成額〉 

支給対象となる訓練内容 経費助成率 賃金助成 OJT実施助成 

人材育成訓練 
（OFF‐JT）

正 規   ：45 % 
非正規   ：

：
60 % 

正社員化 70 % 

760円/時・人 

― 

認定実習併用職業訓練（OJT＋OFF‐JT） 45% 20 万円 

有期実習型訓練 
（OJT＋OFF‐JT） 

非正規   ：60 % 
10 万円 

正社員化 ： 70 % 
※今後変更される可能性があることにご注意ください。 

 
〈申請の流れ〉 
 
 

 
※助成制度をご検討の場合は、事前に各県の労働局へのご相談をお勧めします 。 

労 働 局 担 当 課 電話番号 
青森労働局 職業対策課 ０１７－７２１－２００３  
岩手労働局 職業対策課分室（助成金相談コーナー） ０１９－６０６－３２８５  
宮城労働局 訓練室 ０２２－２０５－９８５５  
秋田労働局 訓練室 ０１８－８８３－０００６  
山形労働局 訓練室 ０２３－６２６－６１０６  
福島労働局 職業対策課 ０２４－５２９－５４０９  
 

 
 
 

①訓練実施計画届
の提出（労働局） ②訓練の実施等 ③支給申請書の

提出（労働局）
④支給・不支給の

決定

職業能力開発推進者の選任 事業内職業能力開発計画の策定 


